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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡の挿入部の先端部に設けられた対物光学系によって結像される被写体像を、前記
先端部に設けられた撮像部によって撮像して得られたステレオ画像を表示する表示手段と
、
　該表示手段に表示された前記ステレオ画像の一方において指定された被写体上の２つの
指定点に基づいて、前記ステレオ画像の他方における２つの対応点を検出する対応点検出
手段と、
　前記２つの指定点と前記２つの対応点とに基づき、前記２つの指定点の３次元空間上の
２つの座標を算出する３次元座標算出手段と、
　前記表示手段に、前記２つの座標の前記３次元空間上の距離に応じた目盛を、前記ステ
レオ画像の少なくとも一方上で、前記対物光学系の光軸方向における前記２つの座標の距
離が所定の閾値よりも小さい場合は、前記光軸方向に直交する平面上で、互いに直角な水
平方向及び垂直方向の２つの目盛表示により行い、前記対物光学系の光軸方向における前
記２つの座標の距離が前記所定の閾値以上である場合は、前記２つの指定点を結んだ線分
上にもしくは該線分に平行な線分上に表示させる画像処理手段とを有することを特徴とす
る計測用内視鏡装置。
【請求項２】
　前記２つの指定点は、前記表示手段上で前記ステレオ画像に重畳して表示されるカーソ
ルにより前記ステレオ画像の一方において指定されることを特徴とする請求項１に記載の
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計測用内視鏡装置。
【請求項３】
　前記２つの指定点は、予め定めた画像領域の範囲内における各画素のエッジ強度に基づ
いて選択されて指定されることを特徴とする請求項１又は２に記載の計測用内視鏡装置。
【請求項４】
　内視鏡の挿入部の先端部に設けられた対物光学系によって結像される被写体像を、前記
先端部に設けられた撮像部によって撮像して得られたステレオ画像の一方において指定さ
れた被写体上の２つの指定点に基づいて、前記ステレオ画像の他方における２つの対応点
を検出し、
　前記２つの指定点と前記２つの対応点とに基づき、前記２つの指定点の３次元空間上の
２つの座標を算出し、
　前記２つの座標の前記３次元空間上の距離を算出し、
　表示手段に、前記２つの座標の前記３次元空間上の距離に応じた目盛を、前記ステレオ
画像の少なくとも一方上で、前記対物光学系の光軸方向における前記２つの座標の距離が
所定の閾値よりも小さい場合は、前記光軸方向に直交する平面上で、互いに直角な水平方
向及び垂直方向の２つの目盛表示により行い、前記対物光学系の光軸方向における前記２
つの座標の距離が前記所定の閾値以上である場合は、前記２つの指定点を結んだ線分上に
もしくは該線分に平行な線分上に表示させることを特徴とする目盛表示方法。
【請求項５】
　前記２つの指定点は、前記表示手段上で前記ステレオ画像に重畳して表示されるカーソ
ルにより前記ステレオ画像の一方において指定されることを特徴とする請求項４に記載の
目盛表示方法。
【請求項６】
　前記２つの指定点は、予め定めた画像領域の範囲内における各画素のエッジ強度に基づ
いて選択されて指定されることを特徴とする請求項４又は５に記載の目盛表示方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、撮像された被写体について目盛を表示する計測用内視鏡装置および目盛表示方
法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、医療分野、工業分野等において、内視鏡が広く用いられるようになった。通常の内
視鏡による観察像では、一般に対象物は平面的なものになり、凹凸等は認識しがたい。そ
のため、最近では、内視鏡の先端に左右２系統の撮像手段を配設し、この２系統の撮像手
段により撮像された左右画像から、ステレオ法により対象の立体画像を推定し、この立体
形状を、プロファイルやワイヤーフレームにより表示する技術が知られている。
【０００３】
例えば、特開平６－３３９４５４号公報はステレオ内視鏡を用いて三角測量の原理により
、対象までの距離、複数の対象点間の距離を算出する技術が開示されている。
【０００４】
特に、特開平６－３３９４５４号公報中の図１２にその例が示されているように、算出し
た３次元座標値に基づいて、対象物の長さ、大きさ等を客観的に認識できるスケールマー
カを、対象物の形状に合わせて表示している。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、そこに開示された方法によれば、指定された対象点の３次元座標を求めた後、そ
の点とＸ座標が同じ点を、水平方向に一定間隔毎に求め、同様に、Ｙ座標が同じ点を、垂
直方向に一定間隔毎に求める。その求めた点群が、一定間隔の目盛となり、目盛がふられ
た曲線として画像に重畳して表示される。
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【０００６】
従って、その重畳表示のために、選択した画素と同じＸ座標、Ｙ座標を持つ画素を画像中
から探索する必要があり、多くの処理を必要とし、目盛を表示するまでに時間がかかるも
のであった。
【０００７】
別の目盛表示方法として、例えば、対象物が単純にスコープ光軸に垂直な鉛直平面で近似
できると仮定して目盛を作成した場合、対象物の表面形状によっては、画像上に表示した
距離と対象物の３次元空間での距離とが一致しない可能性もあるという問題があった。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
そこで、本発明は、撮像された被写体に応じて、目盛を、より高速かつ正確に表示する計
測用内視鏡装置および目盛表示方法を提供することを目的とする。
【０００９】
　本発明の計測用内視鏡装置は、内視鏡の挿入部の先端部に設けられた対物光学系によっ
て結像される被写体像を、前記先端部に設けられた撮像部によって撮像して得られたステ
レオ画像を表示する表示手段と、該表示手段に表示された前記ステレオ画像の一方におい
て指定された被写体上の２つの指定点に基づいて、前記ステレオ画像の他方における２つ
の対応点を検出する対応点検出手段と、前記２つの指定点と前記２つの対応点とに基づき
、前記２つの指定点の３次元空間上の２つの座標を算出する３次元座標算出手段と、前記
表示手段に、前記２つの座標の前記３次元空間上の距離に応じた目盛を、前記ステレオ画
像の少なくとも一方上で、前記対物光学系の光軸方向における前記２つの座標の距離が所
定の閾値よりも小さい場合は、前記光軸方向に直交する平面上で、互いに直角な水平方向
及び垂直方向の２つの目盛表示により行い、前記対物光学系の光軸方向における前記２つ
の座標の距離が前記所定の閾値以上である場合は、前記２つの指定点を結んだ線分上にも
しくは該線分に平行な線分上に表示させる画像処理手段とを有する。
【００１０】
　本発明の目盛表示方法は、内視鏡の挿入部の先端部に設けられた対物光学系によって結
像される被写体像を、前記先端部に設けられた撮像部によって撮像して得られたステレオ
画像の一方において指定された被写体上の２つの指定点に基づいて、前記ステレオ画像の
他方における２つの対応点を検出し、前記２つの指定点と前記２つの対応点とに基づき、
前記２つの指定点の３次元空間上の２つの座標を算出し、前記２つの座標の前記３次元空
間上の距離を算出し、表示手段に、前記２つの座標の前記３次元空間上の距離に応じた目
盛を、前記ステレオ画像の少なくとも一方上で、前記対物光学系の光軸方向における前記
２つの座標の距離が所定の閾値よりも小さい場合は、前記光軸方向に直交する平面上で、
互いに直角な水平方向及び垂直方向の２つの目盛表示により行い、前記対物光学系の光軸
方向における前記２つの座標の距離が前記所定の閾値以上である場合は、前記２つの指定
点を結んだ線分上にもしくは該線分に平行な線分上に表示させる。
【００１１】
このような構成により、被写体についての目盛表示を、より正確に行うことができる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。以下においては、適用する計測用
内視鏡として、先端に２系統の対物レンズを備えたステレオ内視鏡を用いたもので説明す
る。
【００１３】
なお、本発明の実施の形態においては、例えば画素ＲをＲ（ｘ，ｙ）とし、ｘおよびｙは
画像上のＸ軸およびＹ軸上の画素の位置を表すものとする。また、例えばＰ点の３次元の
位置座標は、Ｐ´（ｘ´，ｙ´，ｚ´）とし、ｘ´、ｙ´、ｚ´は、３次元空間における
Ｘ´軸、Ｙ´軸およびＺ´軸上の座標位置を表すものとする。そして、画像の階調数は、
特に断らない限り、２５６として説明する。
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【００１４】
さらに、画像に歪曲収差歪みが存在する場合は、各処理は歪曲収差補正後の画像に対して
行うことを基本とする。歪曲収差補正は例えば、特開平６－３３９４５４号公報に示され
るようにして行われる。すなわち、各画素における補正値を予め決定しておき、実際の撮
像画像に対して補正を行うことによって歪曲収差補正処理を実現することができる。具体
的には、米国特許第４８９５４３１号明細書に具体的な処理手法が開示されている。なお
、画像に歪曲収差歪みが存在しない場合はその限りではない。また、画像に歪曲収差歪み
が存在する場合は、各処理は歪曲収差補正後の画像に対して行うことを基本とするが、そ
の補正がされない場合は、歪曲収差の影響が少ない、画像中心部分の画素を選択するのが
望ましい。
【００１５】
図１ないし図１０により、実施の形態を説明する。
【００１６】
図１は、第一の実施の形態に関わる計測用内視鏡装置のブロック図である。図２は、内視
鏡の挿入部の先端部分の構造を説明する図である。図３は、計測用内視鏡装置の機能構成
を示すブロック図である。図４は、ホストコンピュータの構成を説明する図である。図５
は、外部記憶装置の構成を示すブロック図である。図６は、内視鏡先端部における３次元
座標を説明するための図である。図７は、目盛を描画する処理の流れを示すフローチャー
トである。図８は、水平および垂直方向への目盛の描画状態を示す画面例である。図９は
、２点間への目盛の描画状態を示す画面例である。図１０は、画像から画素を自動選択す
る処理の流れを示すフローチャートである。
【００１７】
まず、図３に示すように、本実施の形態において採用する計測用内視鏡装置は、ステレオ
式ビデオイメージエンドスコープ（以下、単に「内視鏡」と称する）１０１と、この内視
鏡１０１によって撮像される右画像及び左画像の各画像信号を信号処理する右画像用ビデ
オプロセッサ１１０Ｒと左画像用ビデオプロセッサ１１０Ｌを有する。さらに、この各ビ
デオプロセッサ１１０Ｒと１１０Ｌからそれぞれ出力される、例えばＲＧＢ信号による各
映像信号を記憶する右画像用フレームメモリ１１２Ｒ及び左画像用フレームメモリ１１２
Ｌと、この各フレームメモリ１１２Ｒと１１２Ｌからそれぞれ出力される、例えばＲＧＢ
信号による映像信号を入力して、右画像および左画像を表示する右画像用モニタ１３０Ｒ
及び左画像用モニタ１３０Ｌとを有する。また、各フレームメモリ１１２Ｒおよび１１２
Ｌに記憶された画像を用いて、立体計測演算を行うホストコンピュータ１２０と、このホ
ストコンピュータ１２０に接続された外部記憶１４０と、ホストコンピュータ１２０に接
続されてモニタ１３０Ｒおよび１３０Ｌに表示されるカーソルの操作や、計測対象点の指
定及び計測対象領域の設定等を行うマウス１４５とを備えている。
【００１８】
両ビデオプロセッサ１１０Ｒ，１１０Ｌは、互いに同期した信号処理を行うように設定さ
れている。又、本実施の形態では、各フレームメモリ１１２Ｒと１１２Ｌは、それぞれＲ
，Ｇ，Ｂ用の各メモリを複数組備えており、１組には画像が記憶され、他の組にはカーソ
ルが書き込まれる。各組に書き込まれた信号を足し合わせることにより、モニタ１３０Ｒ
と１３０Ｌのそれぞれの画面上に画像とカーソルとが表示される。
【００１９】
次に、図４に示すように、ホストコンピュータ１２０は、ＣＰＵ１２１、右フレームメモ
リインターフェース１２２Ｒ、左フレームメモリインターフェース１２２Ｌ、メインメモ
リ１２３、外部記憶インターフェース１２４、マウスインターフェース１２５、キーボー
ド１２６及びＣＲＴ１２７を備え、これらは、バスによって互いに接続されている。
【００２０】
又、右フレームメモリインターフェース１２２Ｒおよび左フレームメモリインターフェー
ス１２２Ｌは、それぞれ右画像用フレームメモリ１１２Ｒ及び左画像用フレームメモリ１
１２Ｌに接続され、これらとの間で画像データの送受を行う。さらに、各インターフェー
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ス１２２Ｒおよび１２２Ｌを介して、対応するフレームメモリ１１２Ｒおよび１１２Ｌに
対してカーソル制御が行われるようになっている。又、外部記憶インターフェース１２４
は、外部記憶１４０に接続され、画像データ及び計測対象点位置情報の送受を行うように
設定されている。又、マウスインターフェース１２５は、マウス１４５に接続される。
【００２１】
図５に示すように、外部記憶１４０は、計測対象点の位置情報を記憶してホストコンピュ
ータ１２０と各種計測データの送受を行う計測データ情報用ファイル１８１と、ホストコ
ンピュータ１２０と画像データの送受を行うステレオ画像マネージャー１８２を有する。
さらに、このステレオ画像マネージャー１８２に連結され、左画像データを記憶する左用
画像ファイル１８３Ｌと、同様にステレオ画像マネージャー１８２に連結され、右画像デ
ータを記憶する右用画像ファイル１８３Ｒとを備えている。
【００２２】
本実施の形態では、内視鏡１０１で得たステレオ画像は左右２枚１組で取り扱われる。す
なわち、同期の取られた２つの画像フレームデータが、一つの組のデータとして記憶装置
にストアされている。ホストコンピュータ１２０から２枚１組で送られて来たステレオ画
像は、ステレオ画像マネージャー１８２によって、左用と右用の各画像ファイル１８３Ｌ
と１８３Ｒに振り分けられて、記録される。又、ステレオ画像マネージャー１８２によっ
て、各画像ファイル１８３Ｌ，１８３Ｒに記録された画像は、２枚１組で呼び出される。
【００２３】
又、図２に示すように、内視鏡１０１は、細長の挿入部１０２を備え、この挿入部１０２
の先端部に、複数の、例えば２つの観察窓と照明窓とが設けられている。各観察窓の内側
には、互いに視差を有する位置に、右眼用対物レンズ系１０３Ｒと左眼用対物レンズ系１
０３Ｌが設けられている。各対物レンズ系１０３Ｒと１０３Ｌの結像位置には、それぞれ
、ＣＣＤ等の固体撮像素子を用いた左と右用の撮像手段１０４Ｌと１０４Ｒが配設されて
いる。
【００２４】
又、照明窓の内側には、配光レンズ１０５が設けられ、この配光レンズ１０５の後端には
、ファイババンドルよりなるライトガイド１０６が連設されている。このライトガイド１
０６は、挿入部１０２内に挿通され、入射端部には図示しない光源装置が接続される。
【００２５】
この光源装置から出力される照明光が、ライトガイド１０６及び配光レンズ１０５を介し
て被写体に照射され、この被写体からの反射光が、対物レンズ系１０３Ｒと１０３Ｌによ
って、それぞれ右画像および左画像として、撮像手段１０４Ｒと１０４Ｌに結像される。
【００２６】
次に、計測用内視鏡装置の機能ブロック構成を図１を用いて説明する。
電荷結合装置（ＣＣＤ：Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）を用いた撮像手
段１０４Ｒと１０４Ｌによって撮像された被写体像の各画像信号は、それぞれ、ビデオプ
ロセッサ１１０Ｒと１１０Ｌに入力され、映像信号処理が施される。ビデオプロセッサ１
１０Ｒと１１０Ｌから出力される各画像信号は、それぞれＡ／Ｄ変換器１１１Ｒと１１１
Ｌによりデジタル信号に変換された後、画像メモリすなわち、各フレームメモリ１１２Ｒ
と１１２Ｌのうちの画像用のメモリに記憶される。
【００２７】
そして、右画像用フレームメモリ１１２Ｒと左画像用１１２Ｌから読み出された画像信号
は、それぞれ、画像処理手段２００で所定の画像処理がなされた後、表示制御手段２０１
を経て、Ｄ／Ａ変換器１５８Ｒと１５８Ｌに出力される。Ｄ／Ａ変換器１５８Ｒと１５８
Ｌでアナログ信号に変換された後、右画像用モニタ１３０Ｒと左画像用１３０Ｌにそれぞ
れ入力される。そして、この両モニタ１３０Ｒと１３０Ｌに、それぞれ、右画像と左画像
が表示される。
【００２８】
一方、カーソルの表示は、カーソル表示手段１５１によってまず処理され、表示制御手段
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２０１により表示制御される。カーソルは、両モニタ１３０Ｒ、１３０Ｌのいずれか一方
の画面に重畳して表示される。
【００２９】
カーソルにより計測点が指定されると、画像処理手段２００はその指定された点データに
基づき、３次元位置の導出、目盛の作成及び表示などの処理を行い、表示制御手段２０１
を通して、処理結果がモニタに表示される。
【００３０】
又、表示制御手段２０１は、カーソル表示の管理および制御のほか、マルチウィンドウ表
示に必要な処理も行う。画像処理手段２００及び表示制御手段２０１における処理及び制
御機能は、ホストコンピュータ１２０を動作させることにより達成される。この場合、通
常、表示制御手段２０１の機能はオペレーティングシステムが有している。
【００３１】
尚、図３および図４に示す右画像用と左画像用のフレームメモリ１１２Ｒおよび１１２Ｌ
は、本実施の形態ではホストコンピュータ１２０の外部に設けているが、ホストコンピュ
ータ１２０にＰＣＩボードタイプのフレームメモリを利用して内蔵するようにしてもよい
。又、図３においてステレオ画像の表示は、右画像用１３０Ｒと左画像用モニタ１３０Ｌ
に対して行っているが、パソコンのＣＲＴ１２７上で両者を表示するようにしても良い。
【００３２】
次に、図７により、このように構成された計測用内視鏡装置において、所定の画素の３次
元座標位置に基いて、対象の大きさを把握するための目盛を描画する過程を説明する。
【００３３】
以下の説明では左画像の画素に対して、右画像の対応点を求めるものとして説明を行うが
、逆に右画像に対して、左画像において対応点を求めても問題ない。
【００３４】
なお、対象物体の対象座標系は、図６に示すように、内視鏡挿入部１０２の先端における
２つの対物レンズ１０３Ｒと１０３Ｌの中心を通る直線方向をＸ´軸とする。左側の対物
レンズの中心を原点ＯLとし、左側対物レンズの光軸をＺ´軸とし、さらにＹ´軸は、Ｘ
´軸とＺ´軸のそれぞれに直角である。対象座標系は、このようなＸ´Ｙ´Ｚ´座標系に
より表されるものとする。
【００３５】
まず、オペレータにより、左画像用モニタ上に表示される画像中の点Ｐｉ（ｉ＝０，１）
が指定される。点Ｐｉは、２次元平面上のある画素に対応する。以下、その点を、画素Ｐ
ｉとし、その座標をＰｉ（ｘｉ，ｙｉ）とする。
【００３６】
まず、ステップ１１（以下、Ｓ１１と略す）において、左画像上で指定された所定の画素
の右側画像における対応点を求める。左画像で指定された２画素の座標をＰi（ｘi，ｙi
）（ｉ＝０，１）とする。右画像においてそのＰiの対応点を求め、３次元座標位置を決
定する（ステップＳ１１）。対応点の検出はエピポーララインを用いた公知のテンプレー
トマッチングにより行えばよい。また、３次元位置は三角測量の原理により求める。その
具体的な求め方は、特開平６－３３９４５４号公報に開示されている。
【００３７】
Ｐiの３次元位置をそれぞれＰ´i（ｉ＝０，１）とし、その座標をＰ´i（ｘ´i，ｙ´i
，ｚ´i）とする。なお、このＰiを自動選択する場合の方法については後述する。
【００３８】
次に、この２点間の３次元空間におけるＺ´軸方向の距離を、次式により予め決められた
閾値Ｔcと比較する（Ｓ１２）。その距離（Ｚ´軸方向の座標の差の絶対値）が閾値Ｔcよ
り小さい場合は、Ｓ１３の処理が実行される。そうでない場合はＳ１５の処理が実行され
る。
｜ｚ´0－ｚ´1｜<Ｔc
【００３９】
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なお、距離の絶対値の差がＴｃより小さい場合は、対象が光軸に垂直もしくは、ほぼ垂直
であることを厳密に判断するために、以下の処理を追加してもよい。つまり、Ｐ0、Ｐ1に
加え、Ｐ´0、Ｐ´1を通過する直線上に存在しないＰ2を求める。Ｐ2の３次元位置をＰ´

2（ｘ´2，ｙ´2，ｚ´2）としたとき次式を満たす場合のみＳ１３を実行する。そうでな
い場合はＳ１５を実行する。Ｐ2の選択は、例えば、後述する図１０のＳ２１からＳ２３
の処理を実行してソートされた複数の画素の内、Ｐ´0、Ｐ´1を通過する直線上に存在し
ないものをリストの先頭から１つ選ぶことにより行う。
｜ｚ´0－ｚ´2｜<Ｔc
｜ｚ´1－ｚ´2｜<Ｔc
【００４０】
Ｐ´0とＰ´1のＺ´軸上の差すなわち距離が、予め定めた閾値Ｔcよりも小さい場合（Ｚ
´軸上の距離の差が短い場合）、撮像対象の表面が光軸（Ｚ´軸）に対して垂直、もしく
はそれに近いと考えられる。従って、撮像対象が光軸に対して垂直またはほぼ垂直と考え
て、水平方向および垂直方向の目盛のサイズを計算する。ここでは、次の式から、水平方
向および垂直方向の１画素あたりの距離Ｄh、Ｄvを求める（Ｓ１３）。
【００４１】
【式１】

ここで、θは、θ＝tan-1｛（｜ｙ0－ｙ1｜）｝／（｜ｘ0－ｘ1｜）｝である。
【００４２】
そして、Ｓ１４において、水平方向、垂直方向に対してそれぞれ、あらかじめ与えたＡ［
ｍｍ］、Ｂ［ｍｍ］ごとに目盛を画像上に描画する。このとき、目盛に対応した画素数を
算出し、その画素数分を、目盛の単位長とする。図８では、垂直方向はＡ／Ｄv、水平方
向はＢ／Ｄhの画素分の目盛を描画し、１目盛の大きさを示す目盛間隔を画像内もしくは
、適当な位置に表示する。
【００４３】
また、表示する目盛数はあらかじめ与えておくか、画像サイズから決定しても良い。図８
では、Ａ［ｍｍ］とＢ［ｍｍ］に対応した目盛が、それぞれ３つ分表示されている。
【００４４】
このように、被写体表面が３次元位置においてほぼＺ´軸に垂直あるいは垂直に近い場合
、２点間のＺ´軸方向での距離の差はＸ´軸上およびＹ´軸上での影響は少ないとして、
目盛を描画するときは、互いに直角な水平（Ｘ軸）方向および垂直（Ｙ軸）方向の２つの
目盛表示を行う。
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【００４５】
なお、図８には、目盛画像は、指定された２点Ｐ0とＰ1の画素位置と共に、左画像あるい
は右画像の画面上に重畳表示される。図８では、水平方向の目盛の一部の上に、Ａ［ｍｍ
］と、垂直方向の目盛の一部の左側に、Ｂ［ｍｍ］と表示されている。
【００４６】
次に、Ｓ１２において、撮像対象が光軸すなわちＺ´軸に対して垂直あるいはほぼ垂直で
はないと判断されたときは、３次元空間における２点Ｐ´0とＰ´1間の距離と、画像上で
の２点Ｐ0とＰ1間の距離に基づいて、２点間の画像上の目盛間隔を求める（Ｓ１５）。こ
こでは、Ｐi間の１画素あたりの距離Ｄ［ｍｍ］を求める。
【００４７】
【式２】

そして、Ｓ１６において、目盛を描画する。このとき、目盛に対応した画素数を算出し、
その画素数分を、目盛の単位長とする。図９に示すように、目盛があらかじめ与えたＣ［
ｍｍ］間隔になるように、Ｃ／Ｄの画素分ごとに目盛をＰ0、Ｐ1間に描画する（図９）。
また、目盛間隔を画像内、または適当な位置に表示する。図９では、Ｐ0Ｐ1を結んだ線分
上に目盛が表示され、その目盛の一部に、Ｃ［ｍｍ］と表示されている。なお、Ｐ0Ｐ1を
結んだ線分上でなくても、この線分にほぼ平行な線分に、目盛を表示してもよい。
【００４８】
このように、指定された画素の３次元空間上の距離に応じて、目盛表示を行うようにした
ので、対象の距離や長さなどが把握し易い。
【００４９】
以上の説明では、Ｐi（ｘi，ｙi）をユーザが指定していたが、次に、Ｐiを自動決定する
方法を、図１０により説明する。
【００５０】
Ｐiは、予め定めた画像領域の範囲内から選定される。画像の歪曲収差が補正されている
のであれば、どこの範囲でもよい。しかし、その補正がされていない場合は、歪曲収差歪
みの影響の少ない画像中心付近のみとする。以下、その範囲を、画像中の縦がＮ画素で、
横がＭ画素からなる矩形の領域（以下、Ｍ×Ｎ領域という）とする。なお、この範囲は、
矩形で規定されなくてもよい。
【００５１】
まず、撮像手段からの画像信号データに基いて、Ｍ×Ｎ領域内の各画素のエッジ強度を求
める（Ｓ２１）。エッジ強度は公知の方法により得ることができる。
【００５２】
次に、Ｍ×Ｎ領域内の全画素データのリストを作り、エッジ強度が大きい順にその画素デ
ータをソートする（Ｓ２２）。
【００５３】
そして、ハレーション部分を選択対象から外すため、各画素の近傍（例えば５×５）で求
めた画素値（２５６階調の値）の平均値が、予め定めた閾値Ｔhより大きい画素のデータ
を、Ｓ２２でソートされたリストから除去する（Ｓ２３）。
エッジ強度の大きい画素の中でも、その画素周辺の画素値の平均値が予め定めた値よりも
小さいものが選択されることになる。
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【００５４】
最後に、２つの画素をソートされた画素の先頭から、すなわち、エッジ強度の大きい方か
ら選択し（Ｓ２４）、それぞれをＰi（ｉ＝０，１）とする。この選択された２点を用い
て、図７のフローチャートに従った処理が実行される。これにより、ユーザからのアクシ
ョンを与えなくとも、図８、図９に示すような目盛を描画することができる。
【００５５】
以上の自動決定方法によれば、ユーザによる距離計測点の指定は必要なくなり、さらに目
盛表示も上述したような方法により、より正確な目盛を表示することができる。
【００５６】
［付記］
以上説明した実施の形態によれば、次の付記項に示した内容が特徴事項と言える。
【００５７】
［付記項１］
複数の撮像手段で得られた撮像信号から、所定の画素の対応点を検出する対応点検出手段
と、
前記対応点検出手段で得られた前記対応点の情報に基づき、前記対応点の３次元座標を算
出する３次元座標算出手段と、
算出された前記３次元座標の情報に基づき、前記所定の画素間の距離を算出する距離算出
手段と、
算出された前記距離の情報に基づき画素間の距離に対応する目盛を表示する表示手段と、
を具備したことを特徴とする目盛表示装置。
【００５８】
［付記項２］
複数の撮像手段で得られた撮像信号から、所定の画素の対応点を検出し、
検出された前記対応点の情報に基づき、前記対応点の３次元座標を算出し、
算出された前記３次元座標の情報に基づき、前記所定の画素間の距離を算出し、
算出された前記距離の情報に基づき画素間の距離と対応する目盛を表示することを特徴と
する目盛表示方法。
【００５９】
［付記項３］
前記目盛表示手段は、前記対応点について、撮像平面に対して垂直方向における距離と予
め定めた閾値とを比較し、その比較結果に応じて、目盛表示の方法を変更することを特徴
とする付記項１記載の目盛表示装置。
【００６０】
［付記項４］
前記目盛表示手段は、前記比較結果において、前記対応点の、撮像平面に対して垂直方向
における距離が、予め定めた閾値よりも短いときは、互いに直角な２軸上に、各軸に対応
した目盛をそれぞれ表示することを特徴とする付記項３記載の目盛表示装置。
【００６１】
［付記項５］
前記目盛表示手段は、前記比較結果において、前記対応点の、撮像平面に対して垂直方向
における距離が、予め定めた閾値よりも長いときは、前記画素を結ぶ線分上、またはその
線分にほぼ平行な線分上に、目盛を表示することを特徴とする付記項３記載の目盛表示装
置。
【００６２】
以上のような構成により、対象物に応じて、より正確な目盛を表示することができる。
【００６３】
［付記項６］
前記画素は、前記撮像手段で得られた画像信号中の予め定めた領域内の画像信号データに
基いて決定された画素であることを特徴とする付記項１記載の目盛表示装置。
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このような構成により、ユーザのアクションなしで、画像上の点の指定を行うことができ
る。
【００６５】
［付記項７］
前記画素は、前記撮像手段で得られた画像信号中の予め定めた領域内における、画像信号
データのエッジ強度の大きい画素の中から選択されることを特徴とする付記項６記載の目
盛表示装置。
【００６６】
［付記項８］
前記画素は、前記撮像手段で得られた画像信号中の予め定めた領域内におけるエッジ強度
の大きい画素の中でも、その画素周辺の画素値の平均値が予め定めた値よりも小さいもの
から選択されることを特徴とする付記項７記載の目盛表示装置。
【００６７】
以上のような構成により、よりよい画像上の点の選択をすることができる。
【００６８】
【発明の効果】
以上のように、本発明によれば、所定の画素の３次元座標の情報に応じて目盛が作成され
、高速に描画されるので、ユーザは、対象の大きさを、より正確に把握することができる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施の形態に関わる計測用内視鏡装置のブロック図
【図２】内視鏡の挿入部の先端部分の構造を説明する図
【図３】計測用内視鏡装置の機能構成を示すブロック図
【図４】ホストコンピュータの構成を説明する図
【図５】外部記憶装置の構成を示すブロック図
【図６】内視鏡先端部における３次元座標系を説明するための図
【図７】目盛を描画する流れを示すフローチャート
【図８】水平、垂直方向への目盛描画状態を示す図
【図９】２点間への目盛描画状態を示す図
【図１０】画像から画素を自動選択する流れを示すフローチャート
【符号の説明】
１０１　・・・内視鏡
１０２　・・・挿入部
１０３Ｒ，１０３Ｌ・・・レンズ
１０４Ｌ・・・左撮像手段
１０４Ｒ・・・右撮像手段
１０５　・・・配光レンズ
１０６　・・・ライトガイド
１２０　・・・ホストコンピュータ
１３０Ｌ・・・左画像用モニタ
１３０Ｒ・・・右画像用モニタ
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【図９】

【図１０】
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